
１　総括

 (1) 人件費の状況（普通会計決算）

 (2) 職員給与費の状況（普通会計決算）

人 千円 千円 千円 千円 千円 千円

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。
      ２　給与費は当初予算に計上された額である。

※　平成19年度の一人当たりの給与費は、「平成19年地方財政状況調査の16表職員給」を「平成19年度地方公務員
　給与実態調査の01表の職員数」で除した数値を用いています。（全国的に数値の統一を図っています）

(3) 特記事項
特になし

(4) ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

    （注）１  ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の
　　　　　　給与水準を示す指数である。
　　　　　２　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を
　　　　　　単純平均したものである。

　　※　　　Ｂ／Ａ

1,377,312

人件費

　　　　　　Ｂ

人　

41,905 17,480,141

給　 料

給与費

職員手当 計　　　　　Ｂ

　　　　　　％

期末・勤勉手当

19年度

372

（参考）類似団体平均

一人当たり給与費

3,431,943

　　　　　　Ａ

5,882 6,0322,188,056

（参考）

　　　　Ｂ／Ａ　　

人件費率

18年度の人件費率

　　　　　　　　　　　％

20.5

225,902 584,842
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19.6

19年度 　　　　　　　千円 　　　　　　千円 　　　　　千円

445,348
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　　　　　　Ａ
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２　職員の平均給与月額、初任給等の状況
 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（20年４月１日現在）

　　　　①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

　　　　②技能労務職

（注）１　「平均給料月額」とは、20年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均
 　　　　 である。                                                                           
      ２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、調整手当、住居手当、時 　　

      ３　民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを用いている。

      ４　技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点に

(2) 職員の初任給の状況（20年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

(3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（20年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

３　一般行政職の級別職員数等の状況

平均給与月
額　Ｂ

民　　　　　間

平均給与月
額　Ａ

-

255,800円

-

参考

Ａ/Ｂ

-

1.36調理師 41.7歳

-398,217円 341,740円

平均給与月額
（国ベース）

403,785円

420,502円

326,800円

306,558円

343,517円

321,232円

用務員

バス運転手

おいて完全に一致しているものではない。

364,025円

225,900円

46.0歳 309,900円

1.45

1.17うち自動車運転手 46.5歳 6人

区 分

うち学校用務員 43.4歳 19人

うち給食調理員 47.4歳 26人

387,50641.1 325,113 -

明らかにされているものである。　　　　　 
また、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等の手当が含まれて

いないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再計算したものである。

間外勤務手当などの諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において

172,200

140,100

137,200

258,600

140,100

区　　　         分

288,900

-

経 験 年 数 １ ０ 年

250,800 322,600

経 験 年 数 ２ ０ 年経 験 年 数 １ ５ 年

高　校　卒 141,900

大　学　卒

団 体 43.3 374,819

383,543円

329,780

大船渡市 45.8歳 53人

区分 平均給料月
額

（平成17～19年の３か年平均）

平 均 年 齢

41.0

岩手県

類 似

区 分

国

大船渡市

42.8

平均給料月額 平均給与月額（国ベース）

398,266

401,409

321,281

340,919

平均給与月額

平均
年齢

職員数

161,600

212,700

高　校　卒

高　校　卒

技能労務職

技能労務職

140,100

172,200

岩手県 国

一般行政職 大　学　卒

大　　船　　渡　　市

一般行政職

高　校　卒 202,400 246,300

296,000

271,200

53.9歳

341,789

372,957

356,762

347,308円

327,066円

平均
年齢

公　　　務　　　員

対応する民間の
類似職種
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　 (1) 一般行政職の級別職員数の状況（20年４月１日現在）

（注）１　大船渡市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

  

※　平成１８年に８級制から６級制に変更している。（旧給料表の１級及び２級を１級へ、４級及び５級を３級へそれぞれ
　　統合した。）

課長補佐
主　　　幹

課長
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　　　　　　　　％

計
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3.2
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技師

３　　級
　　　　　　　　人
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主事
技師

主事
技師

４　　級

５　　級

２　　級

9

28

16.6
　　　　　　　　人

　　　　　　　　人
６　　級

46

職員数

100

　　　　　　　　人 　　　　　　　　％

277

10.1

　　　　　　　　％

　　　　　　　　％

　　　　　　　　人

16

　　　　　　　　人 　　　　　　　　％

　　　　　　　　％

　　　　　　　　％

5.8
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8.3

　　　　　　　　人
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(2) 昇給の勤務成績の反映状況

４　職員の手当の状況

 (1) 期末手当・勤勉手当

１人当たり平均支給額（19年度 ） １人当たり平均支給額（19年度 ） １人当たり平均支給額（19年度 ）

千円 千円 千円
（19年度 支給割合） （19年度 支給割合） （19年度 支給割合）

　　　　　期末手当　　　　　勤勉手当 　　　　　期末手当　　　　　勤勉手当 　　　　　期末手当　　　　　勤勉手当

月分 月分 月分 月分 月分 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

 勤勉手当の勤勤務実績の反映状況（一般行政職）

(2) 退職手当（20年４月１日現在）

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

１人当たり平均支給額　　 千円

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、前年度に退職した全職種に係る職員に支給

　　　された平均額である。

(3) 地域手当（19年４月１日現在）

支給していない

　給与条例第5条第5項では、「職員の昇給は規則で定める日に、同日前１年間におけるその者の勤務成績に応じて行う
ものとする」と定められています。
　平成18年4月から、これまでの特別昇給と普通昇給を統合し、昇給の区分を５段階設けることにより、職員の勤務成績
が適切に反映される新たな昇給制度が導入されました。
　現在は、その制度への移行期間であることから、これまでの勤務成績評定を活用しているとともに、休職した職員や懲
戒処分を受けた職員に対しては昇給を抑制する形で運用しています。

　平成18年４月以降、勤勉手当の成績率及び人員分布率が新たに定められ、公務における成績主義の推進等の観点か
ら、職員の勤務成績に応じたメリハリのある支給を実現できる制度となりました。
　しかし、職員が著しく少数であること等により、この制度の活用が不適当である場合には、市長が別に定めるとされてお
り、当市においては、職員個々に較差をつけるだけの明確な基準がないことから、従来の成績率の算定制度を活用する
ことと定め運用しています。

23.50

33.50

47.50

30.55

59.28 59.28

23.50

定年前早期特例措置　（２％～２０％加算）

（支給率）　　　　　　　　　　　自己都合　　　勧奨・定年

41.34

59.28

1.50

職制上の段階、職務の級等による加算
措置
　・役職加算５～１５％

職制上の段階、職務の級等による加算措
置
　・役職加算５～20％
　・管理職加算１５～２５％

大　　　　船　　　　渡　　　　市

大　　　船　　　渡　　　市

1,607

3.00 1.50

21,708

1,790

3.00 1.50

国

-

3.00

41.34

職制上の段階、職務の級等による加算措
置
　・役職加算５～20％
　・管理職加算１５～２５％

33.50

国

30.55

（支給率）　　　　　　　　　　　自己都合　      勧奨・定年

岩　　手　　県

59.28

定年前早期特例措置　（２％～２０％加算）

47.50 59.28

59.28
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 (4) 特殊勤務手当（20年４月１日現在）

千円

　円

　％

 (5) 時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

(6) その他の手当（20年４月１日現在）

円

円

円

円

円

月額２，０００円

左記職員に対する支給単価

12種類

月額２，２００円

手当の種類（手当数）

主な支給対象業務

賦課徴収手当 税務担当職員

0

住居手当

手　当　名 （19年度決算 ）

同

同

千円

千円

23,978

19,313

45,619

0

特別調整額の支給割合

級ごとの定額に対して
最高給料月額の２５％（最高）

単身赴任手当

扶養手当

１　部長級
　　　＝給料月額の１２％
２　課長級
　　　＝給料月額の１０％

月額23,000円
距離に応じて
6,000円～45,000円を加算

１　配偶者＝13,000円
２　配偶者以外の扶養親族
　　　　　　　　　　　　＝6,500円
　※　配偶者がない場合、
　　　1人目の扶養親族は
　　　　　　　　　　　　11,000円
　※　満16歳年度から満22歳
　　年度までの子１人につき
　　　　　　　　＝5,000円加算

管理職手当

１　借家・借間に居住する職員
　（ア）家賃が月額23,000円
　　　以下＝家賃ー12,000円
　（イ）家賃が月額23,000超
　　＝（家賃ー23,000円）÷２
　　＋11,000円
　　※27,000円を限度
２　持ち家に居住する職員
　　　　　＝2,500円（5年間）

１　交通機関を利用して通勤
　＝運賃に応じ最高月額
　　　　　　　　　　50,000円まで
２　自家用車などで通勤
　＝通勤距離に応じ最高
　　　　　　　　　　33,000円まで

支給実績（19年度決算 ）

主な手当の名称 主な支給対象職員

支給職員１人当たり平均支給年額（19年度決算 ）

職員全体に占める手当支給職員の割合（19年度 ）

支給実績（18年度決算 ）

383

税の賦課・徴収業務

（19年度決算 ）

支給職員１人当たり
平均支給年額

97,313

278

国の制度と
異なる内容

236,367

225,242

87,192

536,476

千円

支給実績（19年度決算 ）

1,239

104,164

30,209

11.3

保健業務手当 保健師及び看護師 検査・健診業務

千円

千円

13,289

支給実績

支給職員１人当たり平均支給年額（19年度決算 ）

通勤手当

国の制度
との異同

同

内容及び支給単価

支給職員１人当たり平均支給年額（18年度決算 ）

１　交通機関を利用して通勤
　＝運賃に応じ最高月額
　　　　　　　　　　55,000円まで
２　自家用車などで通勤
　＝通勤距離に応じ最高
　　　　　　　　　　24,500円まで
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５　特別職の報酬等の状況（20年４月１日現在）

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

月分

月分

６　職員数の状況

　(1) 部門別職員数の状況と主な増減理由

（各年４月１日現在）

事務の統廃合による職員減

三陸保健福祉センターの兼務に伴う職員減

魚市場建設の本格実施に伴う職員増

（注）１　職員数は一般職に属する職員数である。

2 【　　】内は、条例定数の合計である。

合　　計
424

【512】

　公
　営会
　企計
　業部
　等門

水道

その他 29

15

小　計 53

下水 9

小　計

教育 96

小　計

0

1

△ 2

96

275

2

△ 3

1

37

1

　　　　　　　　区　　分

　部　　門

5

平成20年

5

副 市 長

土木

一
般
行
政
部
門

議会

衛生

労働

農林水産

総務・企画

税務

商工

特別行
政部門

465,000 180,000

522,000

副 市 長

副 議 長

議 員

期
末
手
当

退
職
手
当

市 区 町 村 長

議 長

議 員

議 長

報
酬

副 議 長

259,000940,000

769,000 249,000副 市 長

200,000339,000

　　（19年度 支給割合）

392,000 598,000 230,000

市 区 町 村 長

区 分

給料月額×２４．５/１００×勤続月数

職 員 数

市 区 町 村 長

320,000

給
料

816,000

（参考）類似団体における最高／最低額

給 料 月 額 等

675,000

　（支給時期）

退任時支給

3.3

3.3

　　（算定方式）

給料月額×４２．５/１００×勤続月数

36

22

民生 37 39

022

85

22

91

退任時支給

　　（19年度 支給割合）

都市計画、住宅事業の業務増に伴う職員増

20 14

4446

6 海フェスタ開催推進室設置に伴う職員増

対前年
増減数平成19年

△ 3

15 0

99

28 1 後期高齢者広域連合の区分替えに伴う職員増

9 0

参考：普通会計ベース
人口10,000人当たりの職員数　　　　88.53人
（類似団体の人口10,000人当たり　 98.56人）

52 1

425
【512】

△ 1 統計上、教育長と組合専従職員を含む

主 な 増 減 理 由

99 共同調理場への移行に伴う減等

274 1
人口10,000人当たりの職員数　　　　65.62人
（類似団体の人口10，０００人当たり　75.06人）

0

△ 6

022
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(2) 年齢別職員構成の状況（19年４月１日現在）

　

(3) 定員適正化計画の数値目標及び進捗状況

　①　定員適正化目標（数・率）

 ②　平成２２年４月１日現在における定員の数値目標

人 人

平 成 14 年 4 月 1 日 平成24年3月31日 ７５名程度

新規採用職員を定年退職者の半数以下としつつ、平成１７年度を起点として
平成２２年度まで４．８％の純減を目指す。

計画期間

数値目標

職員数

始　期 終　期

470

人 人 人

15 24 037 32 47 25

55歳43歳 47歳 51歳

1 15 34

23歳 27歳 31歳 59歳 以上

人 人 人 人 人 人 人

39歳

～ ～ ～ ～

56歳 60歳44歳 48歳

～ ～

52歳
～

20歳 20歳 24歳 28歳

～

40歳

区　分

32歳 36歳

35歳

～ ～

未満

人

277

計

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

構成比

5年前の構成
比

%
（例）
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③　定員適正化計画の年次別進捗状況（実績）の概要

（各年４月１日現在）

（注）１　計画期間は、平成14年～平成23年の10年間である。

      ２　（　％）内の数値は、数値目標に対する進捗率を示す。

７　公営企業職員の状況

　(1)　水道事業

  　① 職員給与費の状況

     ア　決算

千円 千円 千円 ％ ％

人 千円 千円 千円 千円 千円 千円

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。

イ　予算

人 千円 千円 千円 千円 千円

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。
      ２　給与費は当初予算に計上された額である。

ウ　 特記事項

特になし

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（20年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

 ③ 職員の手当の状況

78,054 6,004

職員手当

6,410 19,720

8,482 20,280

6,032

計　　　　　Ｂ 　　　　　　Ｂ／Ａ

19年度
13 48,617

一人当たり給与費

期末・勤勉手当

職員給与費

　　　　　　　　　　　Ｂ

給与費 一人当たり給与費

給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 計　　　　　Ｂ 　　　　　　Ｂ／Ａ

67,992 74,747 13.9 13.2

（参考）類似団体平均

一人当たり給与費

74,747 5,750

大船渡市（一般行政職） 41.0 321,281 398,266

平均月収額

大 船 渡 市 水 道 事 業 所 40.5 323,054 363,054

　　　　　　区　　分 平　均　年　齢 基本給

20年度

　　　　　　Ａ 給　 料

13 49,292

区分 職員数 給与費

区分 職員数

総費用に占める職
員給与費比率
　　　　　　　　Ｂ／Ａ

（参考）
18年度の総費用に占め
る職員給与費比率

　　　　　　Ａ

19年度
535,860

区分
総費用

　　Ａ

純損益又は実質
収支

54

435 422 422 △67

44 3 11

（89.3　％）

58

13 0 △75

98 16 11 125

１３　　年 １8年以前 １８　年 １９　年

５　年　目 ６　年　目 計計画前年

一般行政

減 員

増 員

差 引

職員数 489

　　　　　　　　　区　　分

部　　門

（参考）

数値目標

１４年～１９年
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 ア　期末手当・勤勉手当

千円　 千円　

（19年度支給割合） （19年度支給割合）

　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当

月分 月分 月分 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

イ　退職手当（20年４月１日現在）

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

１人当たり平均支給額　　 千円 １人当たり平均支給額 千円

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、前年度に退職した全職種に係る職員に支給

　　　された平均額である。

ウ　地域手当（20年４月１日現在）

支給していない

エ　特殊勤務手当（20年４月１日現在）

千円

　円

　％

オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注） 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

カ　その他の手当（20年４月１日現在）

円

円

円

一般行政職と同じ

（19年度決算 ）

1,212 千円 202,000

588

扶養手当

千円 196,000

通勤手当 814 千円 81,360

住居手当 一般行政職と同じ

一般行政職と同じ

支給職員１人当たり

手　当　名 内容及び支給単価 との異同 異なる内容 （19年度決算 ） 平均支給年額

国の制度 国の制度と

支給実績（18年度決算 ） 3,117

支給職員１人当たり平均支給年額（18年度決算 ） 240

支給実績

支給実績（19年度決算 ） 3,076

支給職員１人当たり平均支給年額（19年度決算 ） 237

水道料金徴収手当 水道事業の業務を行う職員 水道料金の徴収業務 月額　1,700円

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価

職員全体に占める手当支給職員の割合（19年度 ） 30.8

手当の種類（手当数） 1

支給実績（19年度決算 ） 82

支給職員１人当たり平均支給年額（19年度決算 ） 20,400

59.28

定年前早期特例措置　（２％～２０％加算）

0

定年前早期特例措置　（２％～２０％加算）

21,708

59.28 59.28 59.28

47.50 59.28 47.50 59.28

33.50 41.34 33.75 42.12

（支給率）　　　　　　　　　　　自己都合　　　勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　自己都合　      勧奨・定年

23.50 30.55 21.00 27.30

1,517 1,607

大船渡市水道事業所 大船渡市（一般行政職）

3.00 1.5 3.00 1.5

大船渡市水道事業所 大船渡市（一般行政職）

１人当たり平均支給額（19年度） １人当たり平均支給額（19年度）
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